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No.189  7 月号
ひかりんinfo informationお知らせ 「募集」「イベント」「お知らせ」など暮らしに役立つ情報をお届けします

新型コロナウイルスの影響により変更になることがありますので、お問い合わせください。

全国大会等出場の激励

県内就職希望の若者に奨学金返還支援
～くま活サポート～

１人で悩まないで
～ひきこもりに関する相談～

消費生活無料相談会

働くことや将来の就職に悩みを
抱えている人へ

第71回社会を明るくする運動

県では、参加企業と協力して、県内で就職する若者に対し
て奨学金返還などを支援する取り組みを行っています。
今回、令和5年度就職者を対象に、制度に参加する県内
企業や、支援を希望する若者を募集します。

問 県企画振興部　企画課　
　 ☎096-333-2018

町では、生涯学習の振興を図るため、文化やスポーツなどに関する九州大会以上の大会への出場者に対して、報奨
金の交付と激励看板の設置を行っています。
◆対 象 者 　氷川町内に住所があり、次のいずれかに該当する選手・監督など
　　　　　　※小中学校部活動等大会出場補助金交付要綱の交付対象者を除く

　　◦町または県代表として九州大会などに出場　　◦九州地区代表として全国的な競技大会に出場
　　◦日本代表として国際大会に出場　

◆交 付 額 　（選手・監督など1人1大会あたり、1人につき年間3回まで）　◦九州大会、全国的な大会　10,000円　◦国際大会　30,000円
◆申請方法　大会要項や出場登録選手名簿など、本人の出場が確認できる関係書類を準備の上、大会前日までにお申し込みください。
◆看板設置　国道３号の宮原交差点に、出場者を紹介する看板を設置します。
問 生涯学習課　社会体育係　☎0965-52-5860

専門スタッフが本人の望む一歩を一緒に考えます。
◆対象者　県内の概ね18歳以上の本人やご家族
◆日　時　7月2日（金）、12月10日（金）　◆場　所　八代保健所
◆受　付　月・火・木曜（祝日除く）9時～15時
◆申　込　事前に電話にてご予約ください。
問 県ひきこもり地域支援センターゆるここ　
　 ☎096-386-1177

皆さんの心配事や不安に寄り添った就職相談を無料
にて実施しています。
◆対象者　1５歳から４９歳までの求職中の人、またはその家族
◆定休日　日・月・祝日

問 若者サポートステーションやつしろ  ☎0965-37-8739
　　メール  wakasapo.yatushiro@kirari-co.info

7月は、社会を明るくする運動の強調月間です。犯罪や非行の防止
と、犯罪や非行をした人の更生について理解を深め、それぞれの立
場で力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会
を築くための全国的な取り組みとなります。
氷川町保護司会では、国道３号沿いに看板を設置するほか、のぼり旗
を役場と宮原振興局周辺に設置するなどの啓発活動を行っています。
問 福祉課　福祉係　☎0965-52-5852

専門家による消費生活に関する無料相談会を開催し
ています。相談には事前予約が必要となります。
①八代市消費生活センター員による出張相談会
◆日　時　7月14日（水）10時～17時
◆場　所　役場　相談室
②無料弁護士相談会
◆日　時　7月16日（金）13時30分～16時
◆場　所　宮原福祉センター
問 総務課　生活安全係　☎0965-52-7111
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浄化槽の管理

浄化槽使用休止の届出

この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。

氷川町長選挙・氷川町議会議員一般選挙の日程i

i

i

氷川町長選挙および氷川町議会議員一般選挙を、下記の日程で行います。なお、衆議院の解散などによっては日程
が変わる場合があります。立候補予定者説明会の日程などは、決まりしだい広報誌およびホームページでお知らせします。

問 氷川町選挙管理委員会（総務課内）　☎0965-52-7111

浄化槽管理者（設置者）の皆さんには、浄化槽法で次の3つの管理が義務付けられています。
　　① 保守点検 … 機器の点検・調整・修理や消毒剤の補給
　　② 清      掃 … 浄化槽内にたまった汚泥などの引き抜きや機器類の洗浄
　　③ 法定検査 … トイレの排水や生活雑排水をきれいにする浄化槽の維持管理が適切に行われ、きちんと機能し
　　　　　　　　　ているかを確認するもの
法定検査は公益社団法人熊本県浄化槽協会が行いますので、下表により必ず検査を受けてください。
詳しくはお問い合わせください。

問 町民課　戸籍環境係　☎0965-52-5851　　公益社団法人熊本県浄化槽協会　☎096-284-3355

令和2年度から浄化槽の使用の休止・再開の届出制度が始まりました。
長期間使用しない浄化槽は、決められた清掃を行ったうえで、町に浄化槽の使用休止を届けることで、浄化槽の清
掃、保守点検および定期検査が免除されます。
休止した浄化槽を再開する場合は、必ず町と清掃・保守点検業者にご連絡ください。適切な処置を行わないと、し尿
や生活雑排水などが処理されないまま放流されてしまい、近隣に大きな迷惑をかけてしまいます。
届出方法など、詳しくはお問い合わせください。

問 町民課　戸籍環境係　☎0965-52-5851

告示日 投票日
令和 3 年 10 月 19 日（火） 令和 3 年 10 月 24 日（日）

検査名 対　象　者 検査頻度
7条検査（設置後の水質検査） 新たに浄化槽を設置した人 浄化槽設置後3か月から8か月以内に1回

11条検査（定期検査） 浄化槽を設置している人 毎年1回

▲詳しくはこちら




